
＜当組合が認める直接的必要経費＞

 

  

 

 

注）被扶養者認定を受けるためには以下の少なくとも①②を満たすことが必要です。 

①  従業員を雇用していないこと。 

②  営業収入から事業運営に絶対必要な経費のみを引いた金額が 130 万円未満（60 歳以上方、障害

年金受給者は 180 万円未満）（19 歳以上 23 歳未満の被扶養者（配偶者を除く）は、150 万円未

満）であること。給与所得者における配偶者控除等と同様に現金の直接的な支払いを伴わない税法

上の控除額は経費と認められません。 

 

判定 内容

〇 直接的必要経費として認める経費

△ 事業所住所と自宅住所が異なる場合、直接的必要経費として認める経費

× 直接的必要経費として認めない経費


